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第第１１号号議議案案    規規約約のの一一部部改改正正ににつついいてて((案案))  

 

農政連の支部組織機構の改革による規約の改正と別表 1 の改正及び規約

の標題等の追加。 

 

 

昭和 33 年に設立された福井県農村建設政治連盟(農政連)は、設立時より

県下８支部体制で活動を行ってきました。今回、設立より６５年間継続して

きた支部体制を、市・町毎の支部体制に改正します。設立時よりの農業・農

村の発展を図るという基本理念は変わりませんが、その間、農業 ・農村を取

り巻く環境は大きく変化しました。 

設立時には県下農協数は１81 農協、農業者数も６万 9０００人を数えて

いましたが、現状は 県下２農協、農業者も１６,０５８名、出荷農業者数は

9,９４６戸に減少しています。同時に、農政連の盟友数も昭和 48 年の４８,

４９１戸から、令和５年では２３,６９２戸に半減しています。 

このことは、農業従事者の高齢化及び後継者不足により、集落営農組織や

担い手、農業法人への農地の集積が進んでいることが要因です。 

 農政連活動も時代の変化の中で大きく変わってきています。それまでの食

料増産時代の米価の要求運動から、昭和 46 年の生産調整が始まった頃、平

成７年には食料管理法が廃止され、平成 13 年には米価審議会も廃止され、

完全な自由競争で米価が決まる現状の中で、行政への要望も変化しています。 
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特に、地域の環境保全に大きく貢献している地域の農村を守る活動や、地

域での農地を守る担い手、集落営農組織、農業法人等の経営維持を支える行

政の取り組みが強く求められています。平野部と中山間地等、農政課題も異

なります。 

今回の組織改革により、よりコンパクトに地域に密着した活動の中で、農

政連活動が盟友に見える形の組織改革を行い、支部・分会活動の活性化と、

さらなる盟友数の加入増加を図っていくことを目的とします。 
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